
山梨県広報誌｢ふれあい｣への広告掲載に関する契約書 

 

 

山梨県 (以下「甲」という。)と           (以下「乙」という。)

は、山梨県広報誌「ふれあい」(以下「ふれあい」という。)への広告掲載につ

いて、次により契約を締結する。 

 

 

(目的) 

第１条 甲は、乙に対し、ふれあいの広告掲載枠を提供し、乙は、広告掲載枠

への広告掲載希望者の募集、広告原稿の作成を行う。 

 

 

(広告の内容) 

第２条 乙は、ふれあいの広告掲載枠の使用にあたっては「山梨県広告事業実

施要綱」、「山梨県広告事業掲載基準」及び「山梨県広報誌｢ふれあい｣ 及び 山

梨県ホームページへの広告の掲載に関する要領」の規定を遵守して行う。 

 

 

(契約期間) 

第３条 契約期間は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までとする。 

 

 

(広告掲載料) 

第４条 ふれあいの広告掲載枠の使用料は金      円(うち消費税及び

地方消費税額       円)とする。 

  ２ 広告掲載枠の使用料は、次のとおり年４回に分割し、乙は、甲の発行する

納入通知書により、次表に掲げる納入期限までに納入するものとする。ただ

し、第５条に規定する契約保証金の納付が免除された場合、第４回の使用料

は令和６年３月３１日までに納入するものとする。 

 

 納入額 納入期限 

第１回       円 令和５年 ８月末日 

第２回       円 １０月末日 

第３回       円 令和６年 １月末日 

第４回       円 ３月末日 

合 計 額       円  

 

３ 甲は、乙が前項の期限までに使用料を納入しない場合は、当該納入額につ

き、前項に規定する期限の日の翌日から納入日までの日数に応じ、民法第４



０４条（明治２９年法律第８９号）第１項で定める利率で計算した延滞金の

支払いを請求することができるものとする。 

 

 

(契約保証金) 

第５条 乙は、地方自治法施行令第１６７条の１６第１項及び山梨県財務規則

第１０９条に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付するものと

する。ただし、山梨県財務規則第１０９条の２の各号に該当する場合には免

除とする。納付された契約保証金は、最終期の広告掲載枠の使用料に充当す

るものとする。 

 

 

(再委託の禁止) 

第６条 乙は、この契約で規定する業務の一部又は全部の処理を他に委託して

はならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときはこの限り

でない。 

 

 

(契約の解除) 

第７条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、催告することなくこの契約を

解除することができる。 

  （１）乙がこの契約、「山梨県広告事業実施要綱」、「山梨県広告事業掲載基

準」及び「山梨県広報誌「ふれあい」及び山梨県ホームページへの広

告の掲載に関する要領」の規定に違反したとき。 

  （２）乙が契約期間内にこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みが

ないと明らかに認められるとき。 

  （３）この契約の履行に当たり、不正な行為があると認められるとき。 

  （４）乙からこの契約の解除の申出があったとき。 

  （５）乙又は乙の役員等が次のいずれかに該当する者であることが判明し

たとき、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していること

が判明したとき。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。） 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

た者 



エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関

与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その

相手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、

当該者と契約を締結した者 

（６）乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したとき。  

ア 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下

「独占禁止法」という。）第４９条に規定する排除措置命令又は第６

２条第１項に規定する納付命令（以下「排除措置命令等」という。）

を行い、当該排除措置命令等が確定したとき。 

イ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして行った排除措置

命令等に対し、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３

条第１項に規定する抗告訴訟が提起され、当該訴訟について請求棄

却または訴却下の判決が確定したとき。 

ウ 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人を含む。）

が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８

条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に

よる刑が確定したとき。 

２ 第５条で契約保証金の納付が免除され、第１項及び第２項の規定により契

約が解除された場合は、乙は違約金として契約額の１００分の１０に相当す

る金額を甲に支払うものとする。 

３ 第１項及び第２項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、

甲にその損失の補償を求めることができない。 

 

 

（公正入札違約金） 

第８条 乙は、前条第１項第６号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解

除するか否かを問わず、違約金として、この契約による委託料の１００分の

２０に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様

とする。 

２ 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、

甲は、乙の代表者であった者または構成員であった者に違約金の支払いを請

求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成

員であった者は、共同連帯して前項に規定する額を支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を



超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨

げるものではない。 

 

 

(守秘義務) 

第９条 乙は、この業務に関して知り得た情報の取り扱いに関して必要かつ適   

切な安全管理措置を講じ、相手方の秘密情報について善良なる管理者の   

注意をもって管理するものとする。 

 

 

(疑義) 

第１０条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたと   

きは、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 

(裁判管轄) 

第１１条 この契約に関する訴えは、甲府地方裁判所に提起するものとする。 

 

 

 この契約の成立を証するため、契約書を２通作成し、甲乙両名記名押印の上、

各自その１通を保有するものとする。 

 

 

  令和５年 月  日 

 

 

    甲      甲府市丸の内一丁目６番１号 

      

            山梨県知事             

 

    乙       

  

 


